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平成２１年第３回府中市教育委員会臨時会会議録 
 
１ 開 会  平成２１年６月２４日（水） 
       午後８時００分 
  閉 会  平成２１年６月２４日（水） 
       午後８時１０分 
２ 会議録署名員 
       委 員 新 海   功 
       委 員 北 島 章 雄 
３ 出席委員 
  委員長 久 芳 美惠子  委員長職務代理者 崎 山   弘 
  委 員 北 島 章 雄  教  育  長 新 海   功 
４ 欠席委員 
  委 員 谷 合 隆 一 
５ 出席説明員 
  教育部長        糸 満 純一郎    
  教育部次長兼総務課長  髙 橋 脩 二          
６ 教育委員会事務局出席者 
  総務課係長       田 中 啓 信 
  総務課主任       山 本 正 芳 
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議 事 日 程 
第１ 会議録署名員選定について 
 
 
第２ 会期決定について 
 
 
第３ 議 案 
 第２３号議案 府中市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任に関する規則の一部

を改正する規則 
 第２４号議案 府中市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正

する規則 
 第２５号議案 府中市立学校における事案決定に関する規程の一部を改正する規程 
 
 
第４ その他 
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午後８時００分開会 
○委員長（久芳美惠子君） ただいまより、平成２１年第３回府中市教育委員会臨時会を開会

いたします。 
                    ◇                
○委員長（久芳美惠子君） 会議録署名員の選定は、新海委員と北島委員にお願いします。 
                    ◇                
○委員長（久芳美惠子君） 会期は本日１日とします。 
                    ◇                

◎第２３号議案 府中市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任に関する規則

の一部を改正する規則 
   ◎第２４号議案 府中市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部

を改正する規則 
   ◎第２５号議案 府中市立学校における事案決定に関する規程の一部を改正する規程 
○委員長（久芳美惠子君） 第２３、２４、２５号議案の朗読をお願いします。 

（事務局朗読） 

○委員長（久芳美惠子君） 説明をお願いします。 

○教育部次長兼総務課長（髙橋脩二君） 第２３号議案、府中市教育委員会教育長の権限に属

する事務の一部委任に関する規則の一部を改正する規則、第２４号議案、府中市教育委員会職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則、及び第２５号議案、府中市

立学校における事案決定に関する規程の一部を改正する規程についてご説明申し上げます。 
 昨日、６月２３日に開催されました平成２１年第２回市議会定例会において、府中市職員の

勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例が可決されましたことに伴い、関

係規則等の改正をするものです。 
 先に改正されました条例の改正内容につきましては、職員の勤務条件の適正化を図り、平成

２０年の人事院勧告を受け、１日の勤務時間を１５分短縮することに伴う改正で、主として、

１日の正規の勤務時間の割り振りを８時間から７時間４５分とするものでございます。なお、

行政サービスの維持に努め、１日の勤務時間帯を従前どおり午前８時３０分から午後５時１５

分とするため、昼の休憩時間を４５分から１時間に改めるものでございます。また、休息時間

については、国や都と同様に、勤務条件の適性化を図るため廃止するものです。 
 教育委員会の任命に係る職員の勤務時間等におきましては、この条例に基づき規則を定めて

おり、条例の改正に伴い、関係する諸規則について、条文の整理を行うものです。 
 まず、府中市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任に関する規則の一部を改正す

る規則についてですが、こちらは新旧対照にございますとおり、第２条第３項第２号中にあり

ます、「及び休息時間」を削るものでございます。 
 つづきまして、府中市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正

する規則についてですが、こちらは、まず第２条の見出しの中にあります「、休憩時間及び休

息時間」を「及び休息時間」に改め、同条中の「、休憩時間及び休息時間」を「及び休憩時間」

に改めます。同条の表中、休息時間の欄を削り、表中１の項休憩時間の欄中「午後零時１５分

から」を「午後零時から」、表中２の項休憩時間の欄中「４５分間」を「６０分間」に改めるも
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のでございます。 
 つづきまして、府中市立学校における事案決定に関する規程の一部を改正する規程について

ですが、別表中２の（２）の項校長の欄中「、休憩時間及び休息時間」を「及び休憩時間」に

改めるものでございます。 
 前にご説明しましたとおり、この改正による職員の実質的な勤務時間等にほとんど変わりは

なく、休息時間について、実態にあわせて条文等を整理するものでございます。これらの規則

等の施行日は、条例と合わせて平成２１年７月１日といたします。 
 以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 
○委員長（久芳美惠子君） ありがとうございました。説明が終わりましたが、何かご質問、

ご意見はございますか。 

 それでは、第２３号議案、府中市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任に関する

規則の一部を改正する規則、第２４号議案、府中市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する規則の一部を改正する規則、及び第２５号議案、府中市立学校における事案決定に関

する規程の一部を改正する規程について、決定をいたします。 
 
 それでは、平成２１年第３回府中市教育委員会臨時会を閉会いたします。 

               ◇                
午後８時１０分閉会 

 章雄 


